
在
留

資
格

 

①
活

動
資
格

 
 
・
就

労
可

：
「
外

交
」
，
「公

用
」
，
「教

授
」
，
「芸

術
」，

「宗
教

」，
「
報
道

」，
「
投
資

・経
営

」，
「法

律
・会

計
業
務
」，

「
医
療
」，

「
研
究
」，

「
教

育
」，

「技
術
」，

「
人
文
知
識
・
国
際

業
務
」
，
「企

業
内

転
勤
」
，
「興

行
」，

「技
能

」 
 

 
 
（
注
）
「
技

能
実
習

」の
在

留
資

格
は

「
留

学
」
や

「
研
修
」
と
同
様
に
「
学
ぶ
こ
と
」
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
，
技
能
等
修

得
活

動
は

，
雇

用
契

約
に
基

づ
い
て
行

わ
れ

労
働

関
係

法
令
の
適
用
を
受
け
る
。

 

 
・
就

労
不

可
：
 
「
文

化
活
動
」，

「
短
期
滞

在
」
，
「留

学
」，

「研
修

」，
「
家
族

滞
在
」
 

 
・
法

務
大

臣
が

個
々

に
指

定
す
る
範

囲
で
就

労
可

：
 
「
特

定
活

動
」
 

 
 

  （
注
）
「
特

定
活
動
」で

就
労

を
認

め
て
い
る
活

動
類
型

 
   

   
  ・

・
・
経
済
連
携
協
定

（
EP

A）
に
よ
る
看

護
師

・
介

護
福
祉
士
（
候
補
者
を
含
む
）
と
し
て
の
活
動
，
外
交

官
等
の

家
事
使

用
人
と
し
て
の

活
動

，
ワ
ー
キ
ン
グ
ホ
リ
デ
ー
に
よ
る
付

随
的

就
労

活
動
，
一
定
の
報
酬

を
受

け
て
行

う
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
の
選

手
と
し
て
の
活
動
，
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
（
就
労
）
活
動

 な
ど

 

在
留

資
格

 

■
 
我

が
国

に
入
国
・
在

留
す
る
外
国
人
は
，
原
則
と
し
て
，
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
に
定
め
る
在
留
資
格

の
い
ず
れ
か
を
も
っ
て
在
留
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

 
■

 
在

留
資

格
は
，
次
の
よ
う
に
大
別
で
き
る
。

 
 

 ①
 
活

動
資

格
（
我
が
国
で
行
う
活
動
に
着
目
し
て
分
類
さ
れ
た
在
留
資
格
）
 

 
 ②

 
居

住
資

格
（
身
分
や
地
位
に
着
目
し
て
分
類
さ
れ

た
在
留
資
格
）
 

■
 
上

記
①

の
活
動
資
格

は
，
就
労
活
動
が
で
き
る
も
の
と
で
き
な
い
も
の
に
分
類
で
き
る
。

 
   
（
注

）
①

の
活
動
資
格
に
つ
い
て
，
在
留
資
格
に
よ
り
許
可
さ
れ
た
活
動
以
外
の
就
労
活
動
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
場
合
，
資
格
外
活
動
許
可
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
。

 

②
居

住
資
格

 
 

 「
永

住
者

」，
「日

本
人
の
配
偶
者
等
」，

「
永
住

者
の
配

偶
者
等

」，
「
定
住

者
」 

就
労
に
は
資
格
外
活
動
許
可
が
必
要

 

※
 
青

字
は
上

陸
基
準
省
令

の
適
用
が
あ
る
在

留
資

格
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CO841437
スタンプ



    
高

度
人

材
（
現

行
の

外
国

人
受
入
れ
の
範
囲
内
に
あ
る
者
で
，
高
度

な
資

質
・
能

力
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ

る
も
の

）の
受

入
れ
を
促
進
す
る
た
め
，
高
度
人
材
に
対
し

ポ
イ

ン
ト

制
を

活
用

し
た

出
入

国
管

理
上

の
優

遇
措

置
を
講
ず
る
制
度
を
平
成

２
４
年
５
月

７
日

よ
り
導
入

（
平
成

２
５
年

１
２
月
２
４
日

，
見
直

し
後
の
新
た
な
制
度
を
開
始
）
。

 
 
高
度

人
材

の
活

動
内

容
を

高
度

学
術

研
究

活
動

，
高

度
専

門
・

技
術

活
動

，
高

度
経

営
・

管
理

活
動
の

３
つ
に
分

類
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
に
応
じ
て
，
「
学
歴
」
，
「
職
歴
」
，
「年

収
」
な

ど
の
項

目
ご
と
に
ポ
イ
ン
ト
を
設
け
，
ポ

イ
ン

ト
の

合
計

が
一

定
点

数
に

達
し

た
場

合
に

，
出

入
国

管
理

上
の

優
遇

措
置

を
与

え
る
こ
と
に
よ
り
，
高
度
人
材
の
我
が
国
へ
の
受
入
れ
促
進

を
図
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

 

制
度

の
概

要
・
目
的

 

 我
が

国
が

積
極

的
に
受

け
入

れ
る
べ
き
高
度
人
材
と
は
・
・・

 
 
「
国

内
の

資
本

・労
働

と
は

補
完
関
係
に
あ
り
，
代
替
す
る
こ
と
が

出
来

な
い
良

質
な
人

材
」
で
あ
り
，
「
我

が
国
の

産
業
に
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
，
日
本
人
と
の
切
磋
琢
磨
を

通
じ
て
専

門
的

・
技
術

的
な
労
働
市
場
の
発
展
を
促
し
，
我
が
国

労
働

市
場
の

効
率
性

を
高

め
る
こ
と
が

期
待

さ
れ

る
人

材
」 

（
平

成
2
1
年

５
月

2
9
日

高
度
人
材
受
入
推
進
会
議
報
告
書
）
 

 ①
高

度
学

術
研

究
活

動
…

基
礎
研
究
や
最
先
端
技
術
の
研
究
を
行

う
研
究

者
 

②
高

度
専

門
・
技

術
活

動
…
専
門
的
な
技
術
・
知
識
等
を
活
か
し
て
新
た
な
市

場
の

獲
得
や

新
た
な
製

品
・技

術
開
発

等
を
担
う
者

 
③

高
度

経
営

・
管

理
活

動
…
我
が
国
企
業
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
事

業
展
開

等
の
た
め
，
豊
富

な
実

務
経
験

等
を
活
か

し
て
企

業
の
経
営
・管

理
に
従
事
す
る
者

 

 

「
高

度
人

材
」
の
イ
メ

 ー
ジ

 高
度

人
材

に
対

す
る

ポ
イ

ン
ト

制
に

よ
る

出
入

国
管

理
上

の
優

遇
制

度
 

  
・ 

複
合

的
な

在
留

活
動

の
許

容
 

 
・
 

在
留

期
間

「５
年

」
の

付
与

 
 

・ 
在

留
歴

に
係

る
永

住
許

可
要

件
の

緩
和

 
 

・ 
入

国
・在

留
手

続
の

優
先

処
理

 
 ・

  
配

偶
者

の
就

労
 

 ・
  

親
の

帯
同

 
 ・

  
高

度
人

材
に

雇
用

さ
れ

る
家

事
使

用
人

の
帯

同
 

       
 2 

○
高

度
人

材
の

配
偶

者
の

就
労

に
つ

い
て

 
 
高

度
人

材
と
同

居
す
る
配

偶
者

に
つ
い
て
，
本

邦
の

公
私

の
機

関
と
の

契
約

に

基
づ
い
て
就
労
を
目
的
と
す
る
在
留

資
格
（
＝
「
教
育
」
，
「
技
術
」
，
「
人
文
知
識
・
国

際
業
務
」
等
）
に
該
当
す
る
活
動
に
つ
い
て
，
こ
れ
ら
の

在
留
資
格
に
係
る
要
件
（
学

歴
等
）
を
満
た
さ
な
い
場
合
で
も
就
労
を
認
め
る
。

 
※

日
本

人
と
同

等
以

上
の

報
酬

を
受

け
る
こ
と
を
要
件

と
し
，
許

可
に
際
し
て
は

就
労
先
を

特
定

す
る
。

 
※

就
労

し
な
い
配

偶
者

に
つ
い
て
は

，
現
在
の
「
家
族
滞
在
」
と
同
様
の
活
動
を
認
め
る
。

 

優
遇

措
置

の
内
容

 



◯
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
（
抄
）

第
十
九
条

別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
者
は
、
次
項
の
許
可
を
受
け
て
行
う
場
合
を
除
き
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に

応
じ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
活
動
を
行
つ
て
は
な
ら
な
い
。

一

別
表
第
一
の
一
の
表
、
二
の
表
及
び
五
の
表
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
者

当
該
在
留
資
格
に
応
じ
こ
れ
ら
の
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
活
動
に
属
し
な
い
収
入
を
伴
う
事
業
を
運
営
す
る
活
動
又
は
報
酬
（
業
と
し
て
行
う
も
の
で
は
な
い
講
演
に
対
す
る
謝
金
、
日
常
生
活

に
伴
う
臨
時
の
報
酬
そ
の
他
の
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
受
け
る
活
動

二

別
表
第
一
の
三
の
表
及
び
四
の
表
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
者

収
入
を
伴
う
事
業
を
運
営
す
る
活
動
又
は
報
酬
を
受
け
る

活
動

２

法
務
大
臣
は
、
別
表
第
一
の
上
欄
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
者
か
ら
、
法
務
省
令
で
定
め
る
手
続
に
よ
り
、
当
該
在
留
資
格
に
応
じ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
活
動
の
遂
行
を
阻
害
し
な
い
範
囲
内
で
当
該
活
動
に
属
し
な
い
収
入
を
伴
う
事
業
を
運
営
す
る
活
動
又
は
報
酬
を
受
け
る
活

動
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
法
務
大
臣
は
、
当
該
許
可
に
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
～
４
（
略
）

別
表
第
一
（
第
二
条
の
二
、
第
五
条
、
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
十
九
条

第
十
九
条
の
十
六
、
第
十
九
条
の
十
七
、
第
二
十
条
の
二
、
第
二
十

、

二
条
の
三
、
第
二
十
二
条
の
四
、
第
二
十
四
条
、
第
六
十
一
条
の
二
の
二
、
第
六
十
一
条
の
二
の
八
関
係
）

四
在
留
資
格

本
邦
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
活
動

（
略
）

家
族
滞
在

一
の
表
、
二
の
表
又
は
三
の
表
の
上
欄
の
在
留
資
格
（
外
交
、
公
用
、
技
能
実
習
及
び
短
期
滞
在
を
除
く
。
）
を
も
つ
て

在
留
す
る
者
又
は
こ
の
表
の
留
学
の
在
留
資
格
を
も
つ
て
在
留
す
る
者
の
扶
養
を
受
け
る
配
偶
者
又
は
子
と
し
て
行
う
日

常
的
な
活
動

３




